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本書では、バージョンアップの主な対応内容について説明します。 
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※ 本書には、異なるシステム（サービス種）の画面を用いて説明している箇所があります。 

お使いのシステムやサービス種に読み替えてご覧ください。 

  

2024 年 6 月－介護報酬改定対応版 

＜対応内容（あやめ）＞ 
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１. 令和 6 年 6 月介護報酬改定 サービスコードマスタに対応 

国保中央会から提供された、令和 6年 6月法改正に対応したサービスコードマスタに対応しました。 
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２. 介護職員等処遇改善加算 新設（一本化）に対応 

「処遇改善加算」（新設）の入力に対応しました。 

※「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」は、令和 6年 6月から「処遇 

改善加算」に一本化されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

処遇改善加算の入力に 
対応しました。 

 今回のバージョンアップ処理により、管理設定 ＞ 加算体制で設定されている 

「処遇改善加算」、「特定処遇改善加算」、「ベースアップ等支援加算」の 3 加算の 

算定状況に応じて、新加算「処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ(1)～(14)」へ 

自動的に設定されます。 

 

バージョンアップ後、サービス詳細入力画面で、実際に算定する処遇改善加算に 

変更がある場合は、管理設定、加算初期設定で加算の区分を変更してください。 

 

詳細については、「予定実績入力前の設定について」を参照してください。 
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３. 通所リハビリテーション サービス区分の変更に対応 

 

6月から、通所リハビリテーションのサービス区分が変更になり、 

これまでの「通常規模型」「大規模型（Ⅰ）」「大規模型（Ⅱ）」の 3区分が「通常規模型」「大規模型」 

の 2区分になりました。 

また、「大規模型」サービスでは、一定の要件を満たした場合に、通常規模型と同等の単位数になる 

サービス区分（設定名：大規模の事業所（特例））が新設されたため、入力に対応しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 今回のバージョンアップ処理により、これまでの「通所リハⅡ〇〇〇」「通所リハ 

Ⅲ〇〇〇」のサービスについては、6月から「通所リハⅡ〇〇〇」に統合されます。 

 

6 月以降、新設の「通所リハⅢ〇〇〇」を算定する場合は、管理設定 ＞ 加算体制 

の「施設等の区分」で「大規模の事業所（特例）」サービスの入れ直しが必要です。 

 

詳細については、「予定実績入力前の設定について」を参照してください。 

 

～令和 6 年 5 月 令和 6 年 6 月～ 

通常規模型（通所リハⅠ〇〇〇） 

大規模型Ⅱ（通所リハⅢ〇〇〇） 

大規模型Ⅰ（通所リハⅡ〇〇〇） 

通常規模型（通所リハⅠ〇〇〇） 

[新設]    

大規模型（特例）   （通所リハⅢ〇〇〇）  
（一定の要件を満たした事業所） 

大規模型（通所リハⅡ〇〇〇） 
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４. 退院時共同指導加算 入力に対応 

退院時共同指導加算について、入力に対応しました。 

 

＜手順＞ ※例 ラベンダーの画面で説明します。 

（１） 保険請求予定実績のサービス詳細入力画面でサービスを入力し、「単独加算」欄にて「訪問 

リハ退院時共同指導加算」をチェックし、「決定」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 保険請求予定実績画面の「摘要入力」ボタンをクリックします。20分を超える訪問リハビリ 

の場合、20分刻みで項目が表示されます。 

表示される時間帯の一番上のサービス項目をクリックし、参加日を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 保険請求実績を登録します。上図のように、20分刻みのサービスが複数ある場合は、 

「以下の加算の摘要入力がありません！」のメッセージが表示されますが、1ヶ所のみの 

入力のまま「OK」ボタンをクリックして、画面を閉じてください。 

 

（４） レセプトを集計します。給付費明細欄の摘要に退所前カンファレンス参加日付が記載されます。 

 

 

 

  

 

②「決定」をクリックします。 

①「訪問リハ退院時共同指導加算」 
にチェックを入れます。 

 

①「摘要入力」を 
クリックします。 

 

 

③参加日を入力します。 

④「決定」を 
クリックします。 

 

②一番上の行をクリックします。 
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５. 指定介護予防支援の利用者 予定/実績の送信や取り込みができない不具合を修正 

Flowers NEXTシステム間の予定/実績連携（予定お知らせ/取り込み、実績お知らせ/取り込み）機能 

について、指定介護予防支援の利用者（「個人台帳」＞「居宅支援事業所」の区分が「予防・総合 

事業（介護予防支援事業所）」に設定された利用者）の場合、正常に送信・取り込みができない不具 

合を修正しました。 
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６. 通所リハビリテーション（大規模事業所） 単位数が正しく計算されない不具合を修正 

「通所リハビリテーション（大規模事業所）」のサービスを算定した場合に、利用票・提供票、 

給付管理票、実績報告書、レセプトの単位数が正しく計算されない不具合を修正しました。 

 

 

 

ご案内は以上です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ＞ 

 

 

 

製造・販売：株式会社コンダクト 

ご不明な点等がございましたら、サポートセンターまでお問い合わせください。 

ＴＥＬ ０１２０－０３６－６５３ 

弊社ホームページでも、お問い合わせを受付しております。 

システムより「カスタマサポート」をクリック、またはQRコードをスキャン 


